
路面清掃車（ヨナスイーパー）の
熊本県内市町村への貸出について

・路面清掃車（ヨナスイーパー）は、令和３年１月
より高森町において導入していますが、今回、
熊本県内市町村へ貸出すことが可能となりました。

・貸出し条件は下記のとおりです。

【貸出し条件】
①阿蘇山噴火に伴う火山灰で路面清掃が必要な
状況にある。

②熊本県内の市町村（自治体）である。
（民間会社及び個人への貸出しは出来ません）

・貸出し窓口及び問合せは下記のとおりです。

【貸出し窓口及び問合せ】
高森町役場 建設課 土木係
（TEL：0967-62-2912）

路面清掃車（ヨナスイーパー）


